


磯野弘三
制度が終了しても今の家賃でそのまますめる。
ファミリー家賃150世帯を行なっている。
目黒　区内で空室が多くて困っている状況ではない
不動産業界から聞いている。
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不燃化特区の事業継続及び事業区域の拡大等の申請について 

 

１ 経緯等 

区では、老朽化した木造住宅が密集し、かつ公共施設等の整備が不十分な地域（以下「木密地域」

という。）である「目黒本町五丁目地区」において昭和６３年度から、「目黒本町六丁目・原町地区」

において平成１３年度から、国の補助制度を活用した木造住宅密集地域整備事業（以下「木密事業」

という。）により、老朽建築物の除却・建替えの促進や公園等の整備、防災街区整備事業を活用した建

物の共同化など、防災性と住環境の向上を図ってきた。 

一方、東京都では、木密地域を燃え広がらない・燃えないまちとするため、震災時に特に甚大な被

害が想定される地域（以下「整備地域」という。）を対象として不燃化特区を指定し、令和２年度まで

の目標として、整備地域の不燃領域率７０％及び延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路（以下「特

定整備路線」という。）１００％の整備を掲げ、取組を進めてきた。 

本区では、「原町一丁目・洗足一丁目地区」及び「目黒本町五丁目地区」が不燃化特区に指定され、

平成２６年度から、東京都の制度を活用した助成事業により、目標を不燃領域率７０％として不燃化

を促進してきた。さらに、都では、特定整備路線である都市計画道路補助第４６号線の事業を進めて

おり、区は、都と連携して道路整備と一体的に進める沿道まちづくりを展開してきた。沿道まちづく

りとしては、地区計画による建替えルールの指導や都市防災不燃化促進事業の推進、防災街区整備事

業による建物の共同化、建替え助成等の取組を行うことにより、沿道の建築物の不燃化を促進し延焼

遮断帯の形成を進めてきた。 

こうした中、都は、令和２年３月、東京都防災都市づくり推進計画の基本方針改定において、不燃

化特区制度の活用や特定整備路線の整備について、取組を令和７年度まで延長することとした。 

本区の不燃化特区では、これまでの取組により不燃領域率は向上しているものの目標には届いてい

ないことから、事業を継続し引き続き不燃化に取り組む必要がある。また、補助４６号線の後背地で

あり不燃化特区に隣接する目黒本町六丁目及び洗足一丁目の一部は、東京都建築安全条例第７条の３

による新たな防火規制（以下「新防火規制」という。）が導入されているものの不燃化特区に比べて不

燃領域率が低いことから、不燃化を進める必要がある。 

こうしたことから、不燃化特区の事業を継続することに加えて、区域を目黒本町六丁目全域及び洗

足一丁目の一部に拡大することとして、東京都に申請する。 

 

  〔不燃領域率の推移〕 
年度 

地区等 平成２３年度末 令和元年度末 備考 

原町一丁目・洗足一丁目地区 ５２％ ５９．７％ 
現行区域 

目黒本町五丁目地区 ５０％ ６４．７％ 

目黒本町六丁目 ― ５４．９％ 

拡大予定区域 洗足一丁目（拡大予定区域：

５～９番、２９～３０番） 
― ５４．４％ 

   平成２３年度末は都が公表する正式値、令和元年度末は区算出値 

都 市 環 境 委 員 会 資 料 

令和２年１１月２６日 

街づくり推進部木密地域整備課 
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２ 不燃化特区の事業継続及び事業区域の拡大等の申請について 

（１）不燃化特区の事業継続について 

「目黒本町五丁目地区」については、都が特定整備路線である補助４６号線を令和４年度までの

目標として整備を進めている。沿道の不燃化率は６０％を超えたことから延焼遮断帯の機能は確保

されたものの、地区の不燃領域率は６４．７％と目標である７０％には届いておらず、後背地の不

燃化の促進が必要である。 

「原町一丁目・洗足一丁目地区」については、補助４６号線の用地取得は６割弱程度である。ま

た、不燃領域率は５９.７％と「目黒本町五丁目地区」に比べて低くなっており、今後も、道路整備

と一体的に進める沿道まちづくりを進めていくとともに、後背地の不燃化を進める必要がある。 

 こうしたことから、不燃化特区については、事業を継続することとして、都に申請する。 

（２）事業区域の拡大等について 

新たに不燃化特区に指定されるためには、新防火規制の導入が要件となっている。現在、新防火

規制が導入済みでありながら不燃化特区に指定されていない目黒本町六丁目全域及び洗足一丁目

５～９番、２９～３０番は、不燃化特区と比較すると不燃領域率が５～１０％程度低く、不燃化を

促進する必要がある。そのためには新防火規制だけではなく、不燃化特区事業による助成金などの

支援を合わせて行うことで、相乗効果が期待できる。 

こうしたことから、不燃化特区の事業区域を目黒本町六丁目全域及び洗足一丁目５～９番、２９

～３０番にまで拡大することとして都に申請する。申請に当たっては、これまでの都との協議によ

り、現在の不燃化特区と拡大区域を合わせて 1つの地区とする。 

 

３ 申請内容について 

（１）概要 

  ア 地 区 名：目黒本町五・六丁目、原町一丁目、洗足一丁目地区 

イ 事業区域：目黒本町五丁目、目黒本町六丁目、原町一丁目の全域、洗足一丁目の一部（１～ 

２４番、２９～３０番） 

ウ 事業面積：約５７.２ｈａ 

  エ 事業期間：令和３年度～７年度 

  オ 事業目標：不燃領域率７０％ 

 現行の不燃化特区 拡大後の不燃化特区 

地区数 ２地区 １地区 

地区名 
原町一丁目・洗足一丁

目地区 

目黒本町五丁目

地区 

目黒本町五・六丁目、原町一丁目、

洗足一丁目地区 

事業区域 

原町一丁目全域、洗足

一丁目の一部（１～４

番、１０～２４番） 

目黒本町五丁目

全域 

目黒本町五丁目、目黒本町六丁目、

原町一丁目全域、洗足一丁目の一部

（１～２４番、２９～３０番） 

事業面積 約１８．６ha 約１８．８ha 約５７．２ha 

事業期間 平成２６年度～令和２年度 令和３年度～７年度 
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〔事業区域〕 

 
 

 

（２）取組内容 

   東京都防災都市づくり推進計画や目黒区耐震改修促進計画などの関連計画と整合を図りながら、

申請に当たり作成する整備プログラムに、不燃化特区における取組を位置づける。 

なお、助成要件や助成金額等の詳細については、今後、東京都と調整を図っていく。 

  ア コア事業 

（ア）道路整備と一体的に進める沿道まちづくり（継続） 

東京都が実施中である都市計画道路補助第４６号線の整備に合わせて、区が行っている「道

路整備と一体的に進める沿道まちづくり」を引き続き実施する。 

  （イ）共同化の促進（新規） 

     西小山駅前を中心に事業が進められている防災街区整備事業等の共同化を促進する。 

イ コア事業以外の事業 

  （ア）都市計画道路補助第４６号線の整備（継続：都施行） 

     引き続き、東京都が、特定整備路線である都市計画道路補助第４６号線の整備を行う。 

  （イ）不燃化建替えの支援（継続・新規） 

「継続」老朽建築物の除却や不燃化建替えへの助成、専門家派遣などの支援を引き続き実施

する。 

「新規」無接道敷地等の個人での建替えが困難な敷地に対する支援を行うことにより、不燃

碑文谷一丁目 

目黒本町 

六丁目 

原町二丁目 

目黒本町 

五丁目 

原町一丁目 
品 川 区 

目黒本町四丁目 
目黒本町三丁目 

洗足一丁目 凡例 

拡大予定区域 

現行の不燃化特区 

新防火規制の区域 

木密事業実施区域 

拡大予定区域 

 ５～９、 

２９～３０番 

（約３．８ha） 

拡大予定区域 

 全域（約１５．９ha） 
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化建替えへとつなげる取組を行う。 

  （ウ）公園等整備（継続） 

     既存公園の拡張や新設の公園・広場の整備を進める。 

（３）整備スケジュール 

   別紙「整備スケジュール」のとおり 

 

４ 財源内訳 

都１／２ 、区１／２※ 

※区の１／２については、財調交付金を算定する際に基準財政需要額として全額算入される。 

 

５ 今後の予定 

令和２年１２月 ４日 不燃化特区指定申請 

  ３年 ２～３月 不燃化特区指定及び整備プログラムの認定 

３月 目黒区不燃化推進特定整備事業助成金交付要綱改正 

４月 統合した不燃化特区（目黒本町五・六丁目、原町一丁目、

洗足一丁目地区）における事業の実施 

 住民説明会の開催 

 

以      上 

 



整備スケジュール 別紙

※点線は検討中、もしくは延伸手続き中の事業

コア事業

　コア事業以
外の事業

道路整備と一体的に
進める沿道まちづくり

共同化の促進

都市計画道路補助
第４６号線の整備

不燃化建替えの支援

公園等整備

事業内容

（ア）

イ
（イ）

継 続
（都施行）

継 続

新 規

継 続（ウ）

事業区分

ア

新 規

令和７年度令和５年度 令和６年度

（ア）

（イ）

継 続

令和３年度 令和４年度

目黒本町地区

助成事業等の実施

用地取得・整備

【原町一丁目・洗足一丁目】都市防災不燃化促進事業の実施

沿道まちづくり活動支援

原町・洗足地区

原町一丁目7番・8番地区防災街区整備事業

原町一丁目9番・10番地区（検討中）調査・検討

無接道敷地等への支援実施









青葉台２−１９

大橋２−１８～１７

位 置 図
別添２














